旅費と支給事務について
【１　旅費関連】
　用務のため勤務公所外で用務にあたった場合、費用の補填のため旅費が支給されます。

１―１　旅費計算の方法（普通旅費）
・旅費支給のプロセスは3点あり、①命令権者(所属長)による旅行命令、②その命令を実施したことを報告、③書類確認し執行可能な予算から支出手続き、となります。このための資料作成が必要です。　【①旅行命令書、②復命書、③※教育事務所で処理】

・一定の地域を「地域コード」という4桁の数字で設定し、その区間を実際に行った「交通手段」で移動した際にかかる一般的費用を設定しています。そのコードを使い、起算点と経路、帰着地を確認し、交通費を計算します。その後、昼食・飲料雑費などの補填の日当、宿泊する際は宿泊費などが加算され、それらが合算し旅費として支給されます。
[image: ]

	鉄道賃
	路程に応じた旅客運賃等（急行料金、座席指定料金を含む）

	船　賃
	船舶を利用する場合の、路程に応じた旅客運賃

	航空賃
	航空機を利用する場合の、路程に応じた旅客運賃

	車　賃
	鉄道以外の陸路旅行（路面電車、バス、自動車、徒歩など）、
定額（１㎞当たり５０円）を支給
※タクシーやシャトルバスを利用した場合も同額。

	私有車
	私有車を使用する場合、定額（１㎞当たり２５円）を支給

	日　当
	旅行日数に応じ、次の金額（１日当たり）
※旅行中の諸雑費、昼食代等を賄うもの



　　〇　(注意点)
　　・私有車や公用車の場合、途中同乗者がいる場合、待ち合わせ場所も用務地になります。
　　　どこで待ち合わせしたかも御記入ください。
・用務地が複数ある場合、いずれも同一の地域区分の場合は、交通費は支給されません。
（同一地域内旅行といいます）
　　・通勤手当受給者は、通勤方法と同一方法で旅行する場合、通勤手当との兼ね合いで減額、または支給自体ができないことがあります。これを減額調整といいます。
　　→電車などの公共機関の場合は、定期内の区間分が減額され支給されます。
[bookmark: _GoBack]　　→私有車利用の場合は、交通費なしとなります。
ただし次ページの表に該当する場合のみが該当ケースです。
・用務地、居住地、在勤地の地域コードのうちどれかが重なる場合が対象。
　　　　　・「前後要登庁」の場合は該当しない。
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